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厚生労働科学研究費補助金 (以 下 「補 助金」 とい う。)は 、「厚生労働 科学研究の振興 を

促 し、 もって、国民の保健 医療 、福祉 、生活衛生、労働安全衛生等 に関 し、行政施策の科学

的な推進 を確保 し、技術水準の向上 を図 ること」 を目的 と し、独創的又は先駆 的な研究や社

会的要請の強 い諸問題に関す る研究につ いて競争的な研究環境の形成を行 い、厚生労働科学

研究の振興 を一層推進す る観点か ら、毎年度厚生労働省ホームペー ジ等 を通 じて、研究課題

の募集 を行 つています。

応募 された研究課題 は、事前評価委員会 において 「専門的・学術的観 点」や 「行政的観 点」

等か らの総合的な評価 を経たのちに採択研究課題が決定 され 、その結果 に基づ き補助金が交

付 され ます。

なお、 この補助金 は、「補助金等 に係 る予算 の執行の適正化 に関す る法律 (昭 和 30年 法

律第 1フ 9号 )」 (以 下 「補助金適正化法」 とい う。)等 の適用 を受けます。補助金の 目的

外使 用な どの違反行為 を行 つた者 に対 しては、補助金 の交付決定取消 し、返還等の処分が行

われ ますので十分留意 して くだ さい。

平成 23年 度公募研究事業

く I 行政政策研究分野 >
1.行 政政策研究事 業

(1)政 策科学総合研究事業

ア 政策科学推進研究事業

イ 統計情報総合研究事業

(2)地 球規模保健課題推進研究事業

くⅡ 厚生科学基盤研究 分野 >
2.先 端的基盤開発研究事業

(1)再 生医療実用化研究事業

(2)倉1薬 基盤推進研究事業

ア 創薬総合推進研究事業

イ 政策倉1薬 総合研究事業

ウ 創薬バ イオマーカー探索研究事 業

工 政策創薬探 索研究事業 (仮 称 )

(3)医 療機器開発推進研究事業

ア 医療機器開発 (ナ ノテクノロジー等)総合推進

研究事業 (仮 称 )

3.臨 床応用基盤研究事 業

(1)医 療技術実用化総合研究事業

ア 臨床研究推進研究事業

<Ⅲ _疾病・障害対策研究分野 >
4 成育疾 患克服等次世代育成基盤研究事 業

5 第 3次対がん総合戦略研究事業

6 生活習慣病・難治性疾患克服総合研究事業

(1)循 環器疾患・糖尿病等生活習慣病対策総合研究事

業

(2)免 疫 ア レルギー疾患等予防・治療研究事業

(3)難 治性疾患克服研究事業

(4)慢 性の痛み対策研究事 業 (仮 称 )

7.長 寿・ 障害総合研究事業



(1)長 寿科学総合研究事業

(2)認 知症対策総合研究事業

(3)障 害者対策総合研究事業

8 感染症対策総合研究事業

(1)新 型 インフル エンザ等新興・再興感染症研究事 業

(2)エ イズ対策研究事業

(3)肝 炎等克服緊急対策研究事 業

くⅣ 健康安全確保総合研究分野 >
9 地域医療基盤開発推進研究事 業

10.労 働安全衛生総合研究事業

11_食 品医薬品等リスク分析研究事業

(1)食 品の安全確保推進研究事業

(2)医 薬 品・医療機器等 レギ ュラ トリーサ イエンス総

合研究事業

(3)化 学物質 リスク研究事業

12 健康安全・危機 管理対策総合研究事業

※ この公募 は、本来平成 23年 度予算が成立 した後 に行 うべ きものですが、で きるだ け早 く補

助金 を交付す るために、予算成立前 に行 うこととしているものです 。 このため予算の成立状況

によつては新規採択予定課題数 を下回 る場合等があ ります ことに留意 して くだ さい。

また、公募研究事業名の 「 (仮 称 )」 については、予算成立後 に削除す る予定です。

※ 平成 22年 度 までに採択 された研究課題 と同一内容の研究は採択の対象 とな りませ ん。



<注意事項>

1 公募期間は、平成 22年 11月 2日 (火 )か ら 12月 14日 (火 )午後 5

時 30分 (厳守)です。

2 厚生労働科学研究費補助金においては、府省共通研究開発管理 システム

(以下 「e― Rad」 という。)(http:〃 wwwi e― rad.go.jp/)を 用いてのオ ンラ

インでのみ公募を行 つています (申 請時に申請書の書面提出は求めませ

ん。)(詳 細は11ペ ージ、 Ⅱの 4の ク.府省共通研究開発管理システムにつ

いてを参照 )

なお、e―Radか ら応募を行 う場合は、研究機関及び研究者が、e―Radに 登録

されていることが必要 とな ります。登録手続 きには日数を要する場合があ り

ますので、 2週間以上の余裕 をもつて登録手続 きをするよう、十分注意 して

ください。

補助金の応募に当たつては、「V.公募研究事業の概要等」の <新規課題採択

方針 >及 び<公募研究課題 >の 記載内容 をよく確認 し、応募を行 う研究内容

が行政のニーズを満たす成果を示せるものであるか どうかを十分検討の上、

研究計画書においてどのような成果を示せるのか記載 して ください。



Ⅱ,応募に関する諸条件等

(1)応 募資格者

1)次 のア及びイに該当す る者 (以 下 「研究代表者」 とい う。 )

ァ  (ア )か ら (キ )に 掲 げる国内の試験研究機関等 に所属す る研究者

(ア )厚 生労働省の施設等機関 (当 該研究者が教育職 、研究職 、医療職 (※ 1)、 福祉

職 (※ 1)、 指定職 (※ 1)又 は任期付研究員 (※ 2)で あ る場合に限 る。 )

(イ )地方公共団体の附属試験研究機関

(ウ )学校教育法 に基 づ く大学及び同附属試験研究機関

(工 )民 間の研究所 (民 間企業の研究部門 を含む。 )

(オ )研究 を主な事業 目的 としている特例 民法法人並びに一般社 団法人、一般財団法人、

公益社 団法人及び公益財団法人 (以 下 「特例民法法人等」 とい う。 )

(力 )研 究 を主な事業 目的 とす る独立行政法人通則法 (平 成 11年 法律第 103号 )第 2

条の規定に基づき設立 された独立行政法人及び特定独立行政法人

(キ )そ の他厚生労働大 臣が適 当と認めるもの

※ 1 病院又は研究 を行 う機関に所属す る者に限 る。

※ 2 任期付研究員の場合、当該研究事 業予定期間内に任期満 了に伴 う退職等によ り

その責務 を果たせな くなる ことがない場合 に限 る (研 究分担者 を除 く。 )。

イ.研究計画の組織 を代表 し、研究計画の遂行 (研 究成果の取 りま とめ、補助金の適正

な執行 を含む。)に 係 る全ての責任 を負 う者 であつて、外国出張その他の理由によ り

長期 にわた りその責務 を果たせ な くなること又は定年等によ り退職 し試験研究機関等

を離れ ること等の見込みがない者

※ 厚生労働省本省の職員 と して補助金の配分先の選定に関わ つて いた期間か ら 1年

を経 ない者 (ア .(ア )～ (力 )に 掲 げる者 を除 く。)は 、当該者が配分 に関わ つ

た研究事業について、補助金の応募はで きないもの とす る。

なお、 「補助金の配分先の選定に関わ っていた」者 は、以下の者 とす る c

・技術総括審議官、厚生科学課長及び研究企画官

・補助金の各研究事業の評価委員会委員 を務めた厚生労働省本省の職員

2)次 のア又はイに該 当す る法人

ア 研究又は研究 に関す る助成 を主な事業 とす る特例 民法法人等及び都道府県

※ 特例 民法法人等及び都道府 県が応募す る場合にあつては、研究代表者 と して当該

法人に所属す る研究者 を登録す ること

イ.そ の他厚生労働大臣が適 当 と認め るもの

(2)研 究組織及び研究期間等

ア 研究組織

研究代表者が当該研究 を複数の者 と共同で実施す る場合の組織 は、次 に掲 げる者

によ り構成 され るもの とす る。

(ア )研究代表者 (従 前の主任研究者 )

研究計画の遂行にすべての責任 を負わね ばな らない。

(イ )研 究分担者 (従 前の分担研究者)((1)1)ア に該当 し、か つ 1)イ ※書 き



に該 当 しない者 に限 る。 )

研究代表者 と研究項 目を分担 して研究 を実施 し、分担 した研究項 目について

実績報告書 を作成す る必要が ある。

また、分担 した研究項 目の遂行 に必要 な経費の配分 を受 けた場合 、その適 正

な執行 に責任 を負わね ばな らない。

(ウ )研究協 力者

研究代表者 の研究計画の遂行に協 力す る。

なお、研究 に必要 な経費の配分 を受 ける ことはできない。

また、研究協 力者 は実績報告書 を作成す る必要 はない。

イ 研究期間

厚生労働科学研究費補助金取扱規程 (平 成 10年厚生省告示第 130号 )第 9条

第 1項の規定に基づ く交付基準額等の決定通知がな された 日以後で あつて実際 に研

究 を開始す る日 (当 該研究 を実施す る年度の 4月 1日 以降 )か ら当該年度の実際 に

研究 が終 了す る日まで と します 。

ウ.所属機関の長の承諾

研究代表者及び研究分担者 (以 下 「研究代表者等」 とい う。)は 、当該研究 に応

募す る ことについて所属機 関の長の承認 を得て くだ さい。なお、当該研究の実施 に

係 る承諾書 は補助金 を申請す る時 に提 出 していただ くこととな ります。

(3)対 象経費 (※ 「対象経費」の取扱いについては見直 しを予定 してお り、今後変更す る場

合があ りますので ご留意 くだ さい。 )

ア 申請 で きる研究経費

研究計画の遂行 に必要 な経費及び研究成果の取 りま とめに必要 な経費。

なお、経費の算出に当た つては、「Ⅵ 補助対象経費の単価基準額一覧表」 を参

考 に して くだ さい。

_直 接 研 究 費_可

≡ ]査1賣

に お い て 、 研 究 事 業 の 一 部 を他 の

~間
接 経 費

イ 直接研究費及び委託費 (以 下 「研究費」 とい う。)と して申請できない経費について

補助金 は、当該研究計画 を遂行す る上で必要な一定の研究組織 、研究用施設及び

設備等の基盤的研究条件が最低限確保 されている研究機関の研究者又は特例民法法

人等 を対象 と しているため 、次の ような経費 は申請す ることはで きませんので留意

して くだ さい。

(ア )建物等施設 に関す る経費

で出支は金謝るす対に者担
　
＞

代
ぃ
旅

究
な
内

研
き
国

内
＞

以
費

２
経

／
の

１
め

則
た

原
う

＜
行

内
て

囲
し

範
託

の
委

費
に

究
関

研
機

接
究

費
直
研

託
＜

委
一



ただ し、補助金によ り購入 した設備備品 を導入す ることによ り必要 とな る据

え付 け費及び調整費 を除 く。

(イ )研究 を補助す る者 に対す る月極 めの給与 、退職金 、ボーナスに類す る各種手当

(ウ )机 、いす、複写機等研究機 関で通常備 えるべ き設備備品を購入す るための経費

(工 )研究実施中に発生 した事故又は災害の処理のための経費 (被 験者 に健康被害が

生 じ補償 を要す る場合に当該補償 を行 うために必要 な保険 (当 該研究計画に位置

づけ られた ものに限 る。)の 保険料 を除 く。 )

(オ )そ の他研究 に関連性のない経費。

ウ_外 国旅費等 について

研究代表者等が当該研究上必要な専門家会議 、情報交換及 び現地調査又は国際学会

等において 当該研究の研究成果の発表等 を行 う場合 に、 1行程 につ き最長 2週間 (※ )

の期間に限 り、海外渡航 に必要な外国旅費及び海外で必要 となる経費 (諸 謝金並 びに

調査研究費の各費 目に限 る。)が補助対象 とな って います。また、海外の研究者 との

研究協 力によ り、外国人研究者 を招聘す る場合 も同様 と します。 (推 進事業にて外国

人研究者招聘事業 を行 つている場合は除 く。)た だ し、補助対象 となる外国旅費等の

総額 は、次の とお り上限額が設定 されてお ります。

区 分 上限額

① 交付額25,000千 円以上 5, 000千 円

② 交付額3,000千 円以上～25,000千 円未満 交付額の 20%

③ 交付額 1,000千 円以上～3,000千 円未満 600千 円

※ 天災その他事故によりやむを得ず 1行程が 2週間の期間を超えた場合には、厚生

労働大臣が認めた最小行程を補助対象 とする場合がある。

※ 国際学会において当該研究の推進に資する情報収集、意見交換又は研究成果の発

表等を行 う際の「学会参加費」については、発表等を行 うために必要な最低限の費

用であることを確認できる場合に限 り、補助対象とする場合がある。

工 国内学会参加旅費について

研究代表者等が、当該研究の推進に資する情報収集、意見交換又は研究成果の発

表等を行 うことを確認できる場合に限 り、補助対象となつています。ただ し、補助

対象となる国内学会参加旅費の総額は、次の とお り上限額が設定されてお ります。

※ 国内学会 (国 内で開催 され る国際学会含む。)に おいて当該研究の推進に資す る

情報収集、意見交換又は研究成果の発表等 を行 う際の 「学会参加費」については、

発表等 を行 うために必要 な最低限の費用であることを確認できる場合に限 り、補助

対象 とす る場合が ある。

区 分 上限額

① 交付額 25,000千 円以上 2, 500千 円

② 交付額3,000千 円以上～25, 000千 円未満 父付額 の 10%

③ 交付額 1,000千 円以上～3,000千 円未満 300千 円

オ 備品について



価格 が 50万 円以上の機械器具等の備品については、賃借が可能 な場合 は原則 と

して賃借 によることとされ てお ります。ただ し、賃借 が可能 でない場合 、又は購入

した場合 と研究期間内で賃借 を した場合 とを比較 して、購入 した場合の方が安価 な

場合等 は、購入 して差 し支 えあ りませ ん。

なお、賃借 をす る場合で あつて も、所有権 の移転 を伴 うものは認 め られ ません。

※ 補助金 で取得 した財産 (備 品等)に ついては 「厚生労働科学研究補助金 によ り

取得 した財産の取扱 いについて」 (平 成 ¬4年 6月 28日 厚科第 0628003
号厚生科学課 長決定 )に よ り取 り扱 つて くだ さい。

賃金 について

研究代表者等の研究 計画の遂行 に必要 な資料整理 等 (経理事務等 を行 う者 を含

む。)を 行 う者 を日々雇用す る経費 (賃 金 )に ついては、補助金か ら支出 し、研究

機関 において雇用す ることがで きます。

なお、直接研究費か ら支出す る場合、研究機 関が雇用す るために必要 となる経費

は、研究代表者等か ら所属す る研究機関に納 入 して くだ さい。

研究代表者等が国立試験研究機 関 (※ )に 所属す る場合、経理事務及び研究補助

に要す る賃金職員は別途の予算手 当によつて各機関一括 して雇用す るため、補助金

か らこれ らに係 る賃金は支出で きません。

※ 国立試験研究機関 とは、国立医薬 品食 品衛生研究所 、国立社会保障・ 人 口問題

研究所 、国立感染症研究所及び国立保健 医療科学院 をい う。

間接経費について

間接経費は、補助金 を効果的・ 効率的に活用できるよ う、研究の実施に伴 い研究

機関 において必要 となる管理等に係 る経費 を、研究 費等に上積み して措置す るもの

であ り、補助金 を受給す る研究代表者の研究環境の改善や研究機 関全体の機能の向

上に資す ることを目的 と しています。

平成 23年 度 に新規採択 され る課題に係 る間接経費 は、研究費の額 を問わず、30

%を 限度に希望す る ことができます。なお、研究代表者が国立試験研究機 関に所属

す る場合には支給の対象外 とな ります。

(4)応 募 に 当た つての留意 事項

補助金の管理及び経理 につ いて

補助金の管理及 び経理の透明化並びに適正化 を図 る とともに、研究代表者及び経

費の配 分を受 ける研究分担者の研究費等の管理及び経理事務 に係 る負担の軽減 を図

る観 点か ら、補助金の管理及び経理事務 は、研究代表者等の所属機 関の長 に必ず委

任 して くだ さい。

イ 不正経理等及び研究不正への対応 について

(ア )不 正経理等に伴 う補助金の交付の制限につ いて

研究者 が補 助金の不正経 理又は不正受給 (偽 りその他不正の手段によ り補 助金

を受給す ることをい う。)(以 下 「不正経理等」 とい う。)に よ り、平成 16年

力
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②

③

度以降、補助金適正化法第 17条第 1項 の規定 に基 づ き、補助金の交付決定の全

部又は一部 を取 り消 された場合 については、次 に掲 げる場合 に応 じ、それぞれ一

定期間 、当該研究者 (不 正経理等 を共謀 した者 を含む。)は 補助金の交付の対象

外 とな り、研究分担者 とな ることもで きません。

なお、研究分担者が不正経理 を行 つた場合は、研究分担者のみが補助金の交付

対象外 とな ります。

また、他 の競 争的研究資金等及び競争的研究資金等以外の補助金等 (補 助金適

正化法第 2条第 1項 に規 定す る「補助金等」 をい う。以下 「補助金等」 とい う。 )

において不正経理等 を行 つた場合 (不 正経理等 を共謀 した場合 を含む。)も 上記

に準 じ、次 に掲 げるとお り取 り扱 いまサ。

○補助金 において不正経理等 を行 つた場合

① 不正経理により、補助金適正化法に基づき、交付決定の全部又は一部を取り

消 された場合 (②及び③に掲げる場合を除 く。 )

→ 補助金の返還が命 じられた年度の翌年度及び翌々年度

不正経理により研究以外の用途へ補助金を使用 し補助金適正化法に基づき、

交付決定の全部又は一部を取 り消された場合 (③ に掲げる場合を除 く。 )

→ 補助金の返還が命 じられた年度の翌年度以降 2年 以上 5年 以内の間で当

該他の用途への使用の内容等 を勘案 して相当 と認め られ る期間

不正受給 を行 つた場合

→ 補助金の返還が命 じられた年度の翌年度 以降 5年間

○他の競争的研究資金等 において不正経理等 を行 つた場合

・平成 16年度以降に他の競争的研究資金等において不正経理等 を行 い、補助金

適正化法 に基づき当該競争的研究資金等の交付の制限 を受 けた場合

→  当該競争的研究資金等の交付の制限 を受 けた期間 と同一期間

(注 )こ こで い う「競争的研究資金等」 とは、「厚生労働科学研究費補助金取扱規

程第 3条第 フ項の規定による特定給付金及び補助金 を交付 しない こととす る期

間の取扱いについて」 (平 成 18年 3月 31日 厚科第 0331002号 厚生科

学課長決定)で い う、特定給付金の ことを指 します 。

○競争的研究資金等 以外の補助金等において不正経理等 を行 つた場合

① 平成 16年度以降に補助金等 (競 争的研究資金等を除く。)に おいて、不正

経理を行い、補助金適正化法に基づき、交付決定の全部又は一部を取 り消され

た場合 (② 及び③に掲げる場合を除 〈。 )

→ 補助金等の返還が命 じられた年度の翌年度及び翌々年度

② 不正経理により研究以外の用途へ補助金等を使用 し、補助金適正化法に基づ

き、交付決定の全部又は一部を取 り消された場合 (③ に掲げる場合を除 く。 )

→ 補助金等の返還が命 じられた年度の翌年度以降 2年 以上 5年 以内の間で当

該他の用途への使用の内容等を勘案 して相当と認め られる期間

③ 不正受給を行つた場合

→ 補助金等の返還が命 じられた年度の翌年度以降 5年 間

なお、不正経理等を行つた研究者及びそれ らに共謀 した研究者に関する情報に

ついては、「競争的資金の適正な執行に関する指針」 (平 成 17年 9月 9日 競争



的研究 資金 に関す る関係府省連絡会 申 し合わせ 。平成 19年 12月 14日 最終改

正)に基づき、他府省を含 む他の競争的研究資金担 当課 (独 立行政法人で ある配

分機 関 を含む。以下 同 じ。)に 当該不正経理等の概要 (不 正経理等 を した研究者

名、競争的研究資金名、所属機 関、研究課題 、交付 (予 定)額 、研究年度 、不正

の内容等)の 提供 を行 います。また、悪質な事案についてはその概要 を公表す る

ことが あ りますcそ の結果 、他 の競争的研究資金担 当課が、その所管す る競争的

研究資金 について、当該研究者 の応募 を制限す る場合があ ります 。

※ 不正経理等 につ いては平成 18年 8月 31日 に総合科学技術会議で策定 された

「公的研究費の不正使用等の防止 に関す る取組 について (共 通的な指針 )」 を踏

まえ、 「厚生労働科学研究費補助金 における事務委任 について (平 成 13年 7月

5日 厚科第 332号 厚生科学課長決定 )」 を平成 2¬ 年 3月 31日 付 けで改正 し、

研究機 関における補助金の管理及び経理 に関す る体制及び監査 について報告 を求

め ることと しています。補助金 の管理・監査体制に明 らかな問題が ある ことが判

明 した場合 は、問題が是正 され るまで、補助金支給の見合せ等の対応 をとること

にな りますので、 ご留意 くだ さい。

(参 考 )

「公的研究費の不正使用等の防止 に関す る取組 について (共 通的な指針 )」

(httpi//WwW8≦ ao go」 p/cstp/Output/lkeno60831 pdf)

(イ )研究上の不正 について

科学技術の研究 は、事実 に基 づ く研究成果の積み重ねの上 に成 り立つ壮大な創

造活動であ り、 この真理の世界 に偽 りを持 ち込む研究上の不正は、科学技術及び

これ に関わ る者に対す る信頼性 を傷つ けるとともに、研究活動の停滞 をもた らす

な ど、科学技術の発展 に重大な悪影響 を及ぼす ものです。そのため研究者 は、所

属す る機関の定め る倫理綱領・行動指針 、 日本学術会議の示す科学者の行動規範

等 を遵守 し、高 い倫理性 を持 つて研究 に臨む ことが求め られます 。

このため、補助金 においては、研究上の不正 を防止 し、それ らへの対応 を明示

す るために、総合科学技術会議か らの意見具 申「『研究上の不正 に関す る適切 な

対応 について』に関す る意見」 (平 成 18年 2月 28日 )を 踏 まえ、「研究活動

の不正行為への対応 に関す る指針」 (平 成 19年 4月 19日 厚生科学課長 、国立

病院課長決定)を 策定 し、 この ような不正に対 して、補助金の打ち切 り及び返還 、

一定期間交付の対象外 とす る、申請の不採択 、不正の内容及び措置の公表 、他府

省への情報提供等の対応 を行 います。

※ 不正経理等及び研究上の不正の告発 につ いて、補助金の不正経理等や研究上の

不正行為があ りま した ら、まず は不正が行われた研究活動に係 る競争的資金の配

分 を受 けている機 関 (大 学 、公的研究機関等 )に ご相談 くだ さい。 これ らの機関

での ご相談が困難な場合 には、「Ⅲ 照会先一覧」に記載 されてい る連絡先に ご

相談 くだ さい。

ウ 利益相反 (COnfliCt Of lnterest i C O I)の 管理 について

厚生労働科学研究の公正性 、信頼性 を確保す るため、厚生労働科学研究 における

利益相反 (COnfliCt Of interest:COI)の 管理 に関す る指針 (平 成 20年 3

月 31日 付科発第 0331001号 厚生労働省大臣官房厚生科学課長決定)に 基 づ



オ

き、所属機関の長は、第二者 を含む利益相反委員会 (COI委 員会 )の 設置等 を行

い、厚生労働科学研究 に関わ る研究者 の利益相反について、透明性 を確保 して適切

に管理す る必要が あ ります 。

平成 22年 度以降の厚生労働科学研究費補助金 の交付 申請書提 出前 に COI委 員

会が設置 されず、あるいは外部の COI委 員会 への委託がな されていない場合 には、

原則1と して、厚生労働科学研究費補助金の交付 を受 けることはで きませ ん。

経費の混 同使用の禁止 につ いて

他の経費 (研 究機関の経常的経費又は他 の補助金等 )に 補助金 を加算 して、 1個

又は 1組の物品を購入 した り、印刷物 を発注 した りす ることはで きません。

研究計画策定に当た つての研究倫理 に関す る留意 点について

法律 、各府省が定め る以下の省令・倫理指針等 を遵守 して くだ さい。 これ らの法

律・省令・指針等の遵守状況について調査 を行 うことがあ りますので、予め ご了解

くだ さいcま た、 これ らの法令等 に違反 して研究事業 を実施 した場合は、採択の取

消 し又は補助金の交付決定取消 し、返還等の処分 を行 うことがあ ります。

○ ヒ トに関す るク ロー ン技術等の規制 に関す る法律 (平 成 12年 法律第 146号 )

○特定 1至 の取扱 いに関す る指針 (平 成 13年文部科学省告示第 173号 )

○ ヒ トES細 胞の樹立及び分配 に関す る指針 (平 成 21年 文部科学省告示第 15
6号 )

○ ヒ トES細 胞の使 用に関す る指針 (平 成 21年 文部科学省告示第 157号 )

○ ヒ トゲノム・遺伝子解析研究 に関す る倫理指針 (平 成 16年 文部科学省・厚生

労働省 `経済産業省告示第 1号 )

○医薬品の臨床試験 の実施の基準 に関す る省令 (平 成 9年 厚生省令第 28号 )

○医療機器の臨床試験の実施の基準に関す る省令 (平 成 17年 厚生労働省令第 3

6号 )

○手術等で摘 出 された ヒ ト組織 を用 いた研究開発の在 り方について (平 成 ¬0年

厚生科学審議会答 申 )

○疫学研究 に関す る倫理指針 (平 成 19年文部科学省・厚生労働省告示第 1号 )

○遺伝子治療臨床研究に関す る指針 (平 成 16年文部科学省・厚生労働省告示

第 2号 )

○臨床研究 に関す る倫理指針 (平 成 20年 厚生労働省告示第 415号 )

○ ヒ ト幹細胞 を用 いる臨床研究 に関す る倫理指針 (平 成 18年厚生労働省告示第

425号 )

○研究機 関等 に お ける動物 実験 等の実 施 に関 す る基 本 指針 (平 成 18年 文部科 学

省告 示第 71号 )、 厚生労働 省 の 所管す る実施 機関 に おけ る動物 実験等 の実施

に関す る基本指針 (平 成 18年 6月 1日 付厚生労働省大臣官房厚生科学課長通

知)又 は農林水産省の所管す る研究機関等における動物実験等の実施に関す る

基本指針 (平 成 18年 6月 1日 付農林水産省農林水産技術会議事務局長通知 )

臨床研究登録制度への登録 について

介入 を行 う臨床研究であつて、侵襲性 を有す るもの を実施す る場合には、「臨床

研究 に関す る倫理指針」に基づ き、当該臨床研究 を開始す るまでに以下の三つの う

ちいずれかの臨床研究登録 システムに登録 を行 つて くだ さい。また、事業実績報告

書の提出時に、登録の有無 を記載 した報告書 (様 式 自由)の 添付が必要です。なお、

登録 された内容が、実施 している研究の内容 と副館 がないか どうかについて調査 を

力



行 うことが あ りますのであ らか じめ ご了解 くだ さい。

○大学病院医療情報 ネ ッ トワー ク (UMIN)「 臨床試験登録 システム」

http://www umin ac 」p/ctr/index― j htm

O(財 )日 本 医薬情報セ ンター (」 APIC)「 臨床試験情報」

http://www clinlcaltrials jp/user/cte_maln jsp

O(社 )日 本医師会治験促進セ ンター 「臨床試験登録 システム」

https://dbCentre2 jmacct med or 」p/ctrialr/

キ 補助金の応募 に当た つての留意点について

補 助金 の応募 に 当た つて は、「V公 募研究事 業の概 要等」の <新規課題採択方

針 >及 び <公募研究課題 >の 記載 内容 をよ く確認 し、応募 を行 う研究内容が行政の

ニー ズ を満たす成果 を示せ るものであるか どうか を十分検討の上 、研究計画書 にお

いて どのよ うな成果 を示せ るのか記載 して くだ さい。

ク 府省共通研究開発管理 システム について

厚生労働科学研究費補助金 においては、競争的資金制度 を中心 と して研究開発管

理 に係 る一連の プロセス をオ ンライン化 した府省共通研究開発管理 システム (以 下

「e― Rad」 とい う。)を 用 いて公募 を行 います。 (申 請時に申請書の書面提 出は求

めません。 )

(ア )シ ステムの使用 に当た つての留意事項

操作方法 に関す るマニ ュアルは、最新の もの をe Radの ポー タルサ イ ト (http:

//www e― rad go」 p/)か ら参照 または ダウンロー ドす ることができます。 システ

ム利用規約 に同意 の上、応募 して くだ さい。

〇 システムの利用可能時間帯

(月 ～金 )午 前 6:00か ら翌午前 2:00ま で

(土 、 日)正 午か ら翌午前 2:00ま で

なお、祝祭 日であって も上記の時間帯は利用可能です。ただ し、上記利用可能

時間内であつても緊急の メンテナ ンス等 によ り、 システムの運用停止 を行 うこと

があ ります。運用停止 を行 う場合は、ポー タルサイ トにて予めお知 らせ します。

○研究機関の登録

研究者 が研究機関 を経 由 して応募す る場合 、所属す る研究機関は応募時までに

登録 されていることが必要 とな ります Q

研究機関の登録方法については、ポー タルサイ トを参照 して くだ さい。登録手

続 きに 日数 を要す る場合があ りますので、 2週 間以上の余裕 をもって登録手続 き

をす るよ う十分注意 して くだ さい。

なお、一度登録が完 了すれ ば、他制度・事業の応募の際 に再度登録す る必要 は

あ りません。また、他制度・事業で登録済みの場合は再度登録す る必要 はあ りま

せん。

ここで登録 され た研究機関 を所属研究機関 と称 します。

○研究者情報の登録

研究課題に応募す る研究代表者及び研究 に参画す る研究分担者 は研究者情報 を

登録 し、システム ログイ ン ID、 パスワー ドを取得す ることが必要 とな ります。




